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○伊予市公園条例施行規則 

平成17年４月１日規則第128号 

改正 

平成18年12月１日規則第74号 

平成19年３月６日規則第10号 

平成20年11月28日規則第53号 

平成23年３月18日規則第11号 

令和３年３月30日規則第20号 

伊予市公園条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊予市公園条例（平成17年伊予市条例第159号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可申請手続） 

第２条 条例第３条の規定による公園内における行為の許可又は許可の変更を申請しよう

とする者は、公園内行為許可申請書（様式第１号）又は公園内行為変更許可申請書（様

式第２号）を市長に提出して、公園内行為（変更）許可書（様式第３号）の交付を受け

なければならない。 

（有料公園施設の使用） 

第３条 有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設使用許可申請書（様式第４

号）を市長に提出して、有料公園施設使用許可書（様式第５号）の交付を受けなければ

ならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法により、この手続

に代えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、施設を個人で使用しようとする者は、普通利用券、回数券

（普通利用券の11枚つづり）（様式第６号）の交付を受けることにより前条及び前項の

手続に代えることができる。 

（使用の変更） 

第４条 施設の使用を許可された者（以下「使用者」という。）が許可された事項を変更

しようとするときは、直ちに、有料公園施設使用許可変更申請書（様式第７号）に前条

第１項の許可書を添えて市長に提出し、有料公園施設使用変更許可書（様式第８号）の

交付を受けなければならない。 
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（許可書の提示） 

第５条 使用者は、施設入退場時に第３条第１項の許可書若しくは普通利用券又は回数券

を提示し、係員の確認を受けなければならない。 

（特別の設備） 

第６条 使用者が特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするとき

は、第３条第１項の申請書の提出時に当該設備等の設計書、仕様書その他市長が必要と

認める書類等を添えなければならない。 

２ 体育館に所定のライン等を引く場合は、市長の許可を受けなければならない。この場

合における費用は、すべて使用者の負担とする。 

（使用者の遵守事項） 

第７条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(１) 建物、附属施設及び備品等を損傷しないこと。 

(２) みだりに飲食し、及び所定の場所以外で喫煙しないこと。 

(３) 施設の内外で物品販売等をしないこと。ただし、別に許可を受けた場合は、この

限りではない。 

(４) 団体使用者は、施設の秩序を維持するため整理員を置くこと。 

(５) その他市長の指示する事項を守ること。 

（入場者の遵守事項） 

第８条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(１) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。 

(２) 館内を不潔にしないこと。 

(３) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(４) その他市長の指示に従うこと。 

（原状回復の義務） 

第９条 使用者は、施設の使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を係

員の指示に従い、原状回復して返還しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を使用者から徴収する。 

（原状回復後の点検） 

第10条 使用者は、前条の規定により原状回復したときは、係員に通告して点検を受けな

ければならない。 
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（損害賠償の義務） 

第11条 使用者は、施設使用中に建物、附属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、

市長の決定に基づき、損害を賠償しなければならない。 

２ 使用者は、施設使用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければな

らない。 

（入場の制限） 

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を

命ずることができる。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者 

(２) 他人に危害を与え、及び他人の迷惑となる物品を携帯する者 

(３) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行う者 

(４) その他公益上及び管理上適当でないと認めた者 

（公園施設の設置者又は公園の占用の許可申請手続） 

第13条 条例第９条の規定による許可を受けようとする者は、次に定める手続を経なけれ

ばならない。 

(１) 公園施設を設けようとする者は、公園施設設置許可申請書（様式第９号）を市長

に提出して、公園施設設置許可書（様式第10号）の交付を受けなければならない。 

(２) 公園施設の管理をしようとする者は、公園施設管理許可申請書（様式第11号）を

市長に提出して、公園施設管理許可書（様式第12号）の交付を受けなければならない。 

(３) 公園を占用しようとする者は、公園占用許可申請書（様式第13号）を市長に提出

して、公園占用許可書（様式第14号）の交付を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた事項を変

更しようとするときにおいて準用する。 

（使用料等の分納、延納若しくは還付又は減免申請） 

第14条 条例第13条又は第16条の規定による使用料又は占用料の分納、延納若しくは還付

又は減免を受けようとする者は、公園使用料等納付特例承認申請書（様式第15号）を市

長に提出し、公園使用料等納付特例承認書（様式第16号）の交付を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定により還付又は減免する使用料等の額は、その都度市長が定める額とする。 

（監督処分に基づく措置命令） 
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第15条 条例第17条の規定による監督処分上の措置命令は、監督処分措置命令書（様式第

17号）をもって行うものとする。 

（届出の手続） 

第16条 条例第18条の規定による届出は、次に定める様式によるものとする。 

(１) 公園施設設置工事完了届（様式第18号） 

(２) 公園占用工事完了届（様式第19号） 

(３) 公園施設設置（管理）廃止届（様式第20号） 

(４) 公園占用廃止届（様式第21号） 

(５) 公園原状回復届（様式第22号） 

(６) 公園構成土地物件に関する権利変更届（様式第23号） 

(７) 監督処分に伴う工事完了届（様式第24号） 

（指定管理者に関する読替え） 

第17条 条例第19条第１項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、

第２条、第３条第１項本文、第４条及び第６条から第８条までの規定中「市長」とある

のは「指定管理者」と、第３条第１項ただし書中「市長が特に必要と認める場合は」と

あるのは「指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て」と、第４条から

第６条まで、第７条（見出しを含む。）及び第９条から第11条までの規定中「使用者」

とあるのは「利用者」と、第14条中「使用料又は占用料」とあるのは「使用料、占用料

又は利用料金」と、「市長」とあるのは「市長（利用料金にあっては指定管理者）」と、

様式第１号から様式第８号まで、様式第15号及び様式第16号中「伊予市長」とあるのは

「指定管理者」と、様式第３号から様式第５号まで、様式第８号、様式第15号及び様式

第16号中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。 

（補則） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊予市公園条例施行規則（平成４年伊予

市規則第15号）、しおさい公園運動施設等管理規則（平成15年伊予市規則第７号）、ふ
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たみ潮風ふれあい公園管理運営規則（平成６年双海町規則第21号）又はしもなだ運動公

園管理運営規則（平成11年双海町規則第４号）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年12月１日規則第74号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月６日規則第10号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年11月28日規則第53号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月18日規則第11号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月30日規則第20号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 
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様式第３号（第２条関係） 
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様式第４号（第３条関係） 
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様式第５号（第３条関係） 
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様式第６号（第３条関係） 
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様式第７号（第４条関係） 
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様式第８号（第４条関係） 
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様式第９号（第13条関係） 
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様式第10号（第13条関係） 
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様式第11号（第13条関係） 
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様式第12号（第13条関係） 
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様式第13号（第13条関係） 
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様式第14号（第13条関係） 
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様式第15号（第14条関係） 
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様式第16号（第14条関係） 
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様式第17号（第15条関係） 
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様式第18号（第16条関係） 
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様式第19号（第16条関係） 
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様式第20号（第16条関係） 
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様式第21号（第16条関係） 
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様式第22号（第16条関係） 
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様式第23号（第16条関係） 
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様式第24号（第16条関係） 

 


